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１．はじめに
　近年、児童生徒を取り巻く食生活をはじめとする生活環
境は変化しており、そのことによって児童生徒におけるア
レルギー疾患の増加が指摘されている。都道府県別に見て
みると特に北海道は有病率が4.1%と全国で一番有病率が高
く、その原因として、白樺花粉症が多く、さらに白樺花粉
と似た成分を持つりんご等の果物に対するアレルギーの頻
度が高いことや、魚介類の摂取量が多いなどの地域的特殊
性が影響している可能性が指摘されている。１）

　また、教員をめざす大学生を対象としたアンケートを実
施したところ、大学生の食物アレルギーの有病率は15.3%
であり、6.5人に1人は食物アレルギーを持っているという
こと、食物アレルギーの発症時期は「幼稚園以前」が最
も多く33.9%で最も多く、続いて「小学校1 ～ 3年生」が
21.4%と低年齢の内に発症しているということや、大学生
の90.4%の人は食物アレルギー有病者に出会ったことがあ
り、それらの原因は「卵」「乳」「そば」の順に多いことが
わかった。しかしながら、大学生のうち、食物アレルギー
についての学習経験がある人は28.1%でありそのうち44.7%
の人は中学校で学習であり、その内容は「症状」「種類」「ア
ナフィラキシーショック」の順で多かった。そして大学生
のうち78.7%の人は「小学校」で食物アレルギーについて
の教育を行うべきだと考えていることが明らかとなった。
また、小学生に指導を行うのに適切だと考える場面は「家
庭科」「給食指導」「生活科」の順で多かった。２）しかし
ながら、現在食物アレルギーについての教育を大学で学ぶ
場は少ない。
　このような状況において、本編では、小学校教員を目指
す大学生が小学校家庭科の食物領域の調理実習において食
物アレルギーについての指導モデルを作成し、教員となっ
た際それを実践できる力を養うことを目的とする。

２．学校教育におけるアレルギーの教育
（１）第３次食育推進基本計画における位置づけ
　食育基本法を基に、これまでの食育の推進の成果と食を
めぐる状況や諸課題を踏まえつつ、食育に関する施策を総
合的かつ計画的に推進してくため、平成28年度から平成
32年度までの5年間を期間とする基本計画が作成されてい
る。これが「第3次食育推進基本計画」である。「第3次食育
推進基本計画」では、食育の推進に関する施策についての
基本的な方針、食育の推進の目標に関する事項、職域の総
合的な促進に関する事項、食育の推進に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するために必要な事項、を定めている。
　「第３次食育推進基本計画」の「第１　食育の推進に関
する施策についての基本的な方針　２.基本的な取り組み
方針（4）子供の食育における保護者、教育関係者の役割」
では、「子供への食育を推進する際には、健全な食習慣や
食の安全についての理解を確立していく中で、食に関する
感謝の念や理解、食品の安全や健康な食生活に必要な栄養
に関する知識、社会人として身に付けるべき食事の際の作
法等、食に関する基礎の習得について配慮する」と記述さ
れている。さらに、「第３　食育の総合的な促進に関する
事項　２.学校、保育所等における食育の推進（2）取り組
むべき施策」では、「学校では、学習指導要領に示された
食育の推進を踏まえ、給食の時間、家庭科や体育科を始め
とする各教科、総合的な学習の時間等、学校教育全体と通
じて食育を組織的・計画的に推進する」と記されており、
食に関する基礎的な事項は学校教育全体を通して身につけ
させることを目的としている。さらに食物アレルギーにつ
いては、「食物アレルギー等、食に関する健康課題を有す
る子供に対しての個別的な相談指導を行うなど、望ましい
食習慣の形成に向けた取り組みを推進する」としている。３）

　食は私たち人間が生きていくために欠かせないものであ
る。食物アレルギーは特定の食材により健康への被害が起
こるものであり、そのことにより私たちの健康な生活が妨
げられる可能性がある。このようなことを起こさないため
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に、学校では教育活動全体を通して食に関する知識や技能
を身につけさせるよう適切に指導するよう努めることが求
められている。

（２）学習指導要領における位置づけ
　全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を
受けられるようにするため、文部科学省では、学校教育法
等に基づき各学校で教育課程を編成する際の基準を定めて
いる。これを「学習指導要領」という。「学習指導要領」
では、小学校、中学校、高等学校等ごとに、それぞれの教
科等の目標や大まかな教育内容を定めている。現行の小学
校学習指導要領の第2章各教科「第８節家庭」の目標では、
「衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、日
常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け
るとともに、家庭生活を大切にする心情をはぐくみ、家族
の一員として生活をよりよくしようとする実践的な態度を
育てる」と記述されている。さらに「日常の食事と調理の
基礎」の（2）には、「イ　食品の栄養的な特徴を知り、食
品を組み合わせてとる必要があることが分かること」、「ウ
　1食分の献立を考えること」と記されており、食品の栄
養的な特徴を理解した上で1日分の献立を考える基礎的・
基本的な知識及び技能を身につけさせることをねらいとし
ている。４）

　平成32年度から施行予定の次期学習指導要領等に向けた
これまでの審議のまとめの「第２部各学校段階、各教科等
における改訂の具体的な方向性　２.各教科・科目等の内
容の見直し」の「（10）家庭、技術・家庭①現行学習指導
要領の成果と課題を踏まえた家庭科、技術・家庭科の目標
のあり方」では、目標として「実践的・体験的な学習活動
を通して、家族・家庭、衣食住、消費や環境等についての
科学的な理解を図り、それらに係る技能を身に付けるとと
もに、生活の中から問題を見出して課題を設定しそれを解
決する力や、よりよい生活の実現に向けて、生活を工夫
し創造しようとする態度等を育成すること」記述されてい
る。５）さらに、家庭科、技術・家庭科（家庭分野）にお
ける教育のイメージの小学校（高学年）には、「少子高齢
化等の社会の変化や持続可能な社会の構築、食育の推進に
対応し、家庭生活と家族の大切さ等、消費生活や環境に配
慮した生活の仕方、食事の役割や栄養・調理の基礎、日本
の生活文化の大切さに気付く学習を充実する」と記されて
おり、食育や食べることについての基礎を実践的・体験的
な学習活動を通して身につけさせることをねらいとしてい
る。
　私たち人間と食は切り離せないものである。その中で食
物アレルギーは次期学習指導要領等に向けたこれまでの審
議のまとめにも記述されているように、現在の健康課題の
一つである。また、食物アレルギーの原因物質は多様化し
ており、現在では様々な食材が食物アレルギーを引き起こ
すものとして知られている。

　また、「学習指導要領　第２章家庭科　第３指導計画の
作成と内容の取扱い」では、「2（3）食に関する指導につい
ては、家庭科の特質に応じて、食育の充実に資するよう配
慮すること」と記述されている。５）また、「次期学習指導
要領等に向けたこれまでの審議のまとめ第１部学習指導要
領等改訂の基本的な方向性　５.何ができるようになるか
－育成を目指す能力―（5）現代的な諸課題に対して求め
られる資質・能力」では、「教科横断的な視点で育むこと
ができるよう、教科等間相互の連携を図っていくことが重
要である」と記述されており、家庭科の時間はもとより、
他教科や特別活動などにおいても、それぞれの特質に応じ
て適切に指導するよう努めることが求められている。６）

　学校での十分な体験の場と児童が自分自身の食の安全を
啓発する役割を家庭科は担っていると考えられる。学校教
育において食の安全の一つである食物アレルギーについて
の授業を行うことで、児童が食物アレルギーについての理
解を図り、自らの食生活で注意しようとする意欲と実践力
を育むことは家庭科の課題である。また、食物アレルギー
についての学習を通して、児童が自分の食生活について考
えるともに食の安全を次世代に継承しようとする姿勢を育
てることも可能になると思われる。このように意義のある
内容を含む食物アレルギーの指導をより効果的に行うため
には、食物アレルギーについての現状と、認知度等の実態
を明らかにすることが必要である。
　さらに、本研究のまとめとして、「食物アレルギー」の
学習の理解を深め家庭においての応用を図るため、食物ア
レルギーの種類・症状、食物アレルギーの食材の代替法等
を取り入れた児童向けの資料の作成を行うことにした。
　このような社会状況において、小学校家庭科の食物領域
において食物アレルギーについての指導を行うことは極め
て有意義なことといえよう。学校での十分な体験の場と児
童が自分自身の食の安全を啓発する役割を家庭科は担って
いると考えられる。学校教育において食の安全ともいえ
る食物アレルギーについての授業を行うことで、児童が食
物アレルギーについての理解を図り、自らの食生活で注意
しようとする意欲と実践力を育むことは家庭科の課題であ
る。また、食物アレルギーについての学習を通して、児童
が自分の食生活について考えるともに食の安全を次世代に
継承しようとする姿勢を育てることも可能になると思われ
る。

（３）小学校家庭科教科書の内容比較
　教科書は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及
びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて
組織配列された教科の主たる教材として位置付けられ、児
童生徒が学習を進める上で重要な役割を果たしている。ま
た、教育の機会均等等を実質的に保証し、全国的な教育水
準の維持向上を図るため、上記の学校において、教科書を
使用することが義務付けられている。
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　我が国の学校教育においては、各学校が編成する教育課
題の基準として文部科学省が学習指導要領を定めており、
教科書は、この学習指導要領に示された教科・科目等に応
じて作成されている。
　そこで、小学校家庭科で使用されている教科書の内容を
比較し、分析することにより調理実習で扱われる食品に使
われている食物アレルギーの原因物質はどのくらいあるの
か、どのような代替法が可能であるのかを考察した。用い
た教科書は平成26年発行の開隆堂と東京書籍である。（表
１，表２）
　開隆堂と東京書籍のどちらの教科書でも調理実習の導入
としてアレルギー有病者の割合が39%と最も多かった卵が
取り上げられていた。卵は調理法が多様であり、たんぱく
質の熱変性を学べるなど学習要素が多い。また、「学習指
導要領　第２章第８節家庭科」の「第３指導計画と内容の
取扱い３」の（3）にもあるように小学校では生肉や魚を
扱うことができない。そのため、からだのもとをつくる食
品として卵や加工食品のハム・ウインナーソーセージ・ベー
コンを用いていることが推測される。ただし、開隆堂の教
科書には、単元「はじめてみようクッキング」のゆで卵の
学習で卵アレルギーの児童がいる場合にはじゃがいもで代
用するように記述されている。
　実習内容の取扱いは、開隆堂では第5学年で卵を、第6学
年でじゃがいもを学習教材として焦点化している。このこ
とから、学級内に卵アレルギーの児童がいる場合には第6
学年の内容を第5学年で取り扱うなどの対応が行われてい
ることが予想される。一方、東京書籍では学年ごとに学習
教材を焦点化するのではなく、2学年を通して卵とじゃが
いもに焦点を当てて学習を行うようになっていた。このこ
とにより、学級内に卵アレルギーの児童がいる場合には学

年を前倒しすることなく卵ではなくじゃがいもについて扱
うという児童の実態に合わせた対応が予想される。
　卵以外の食物アレルギーの原因物質は、両社とも大豆、
小麦、乳、豚肉などがある。これは生の肉を使わないため
に代用しているハムやベーコンなどに含まれているもの
や、調味料に含まれているものがある。両社とも調理実
習の料理の味付けにマヨネーズや味噌、醤油を使うよう記
述されている。マヨネーズは卵などを含んでおり、味噌や
醤油は大豆を原料としている。調味料は原材料がそのまま
存在しているものではないため、児童が知らず知らずのう
ちに原因物質を体内に取り込んでしまう危険性が考えられ
る。
　食物アレルギーについての記述は、開隆堂では単元「は
じめてみようクッキング」、「いためてつくろう朝食のおか
ず」で見られた。しかし、食物アレルギーについての詳し
い内容が書かれているのではなく、調理実習を行う際に食
物アレルギーに気をつけるといった注意書きのみであっ
た。一方、東京書籍にはどの単元にも「食物アレルギー」
の文字はなかった。食に関する単元に他教科との関連が記
述されている部分はあったが、その部分にも食物アレル
ギーについての記述はみられなかった。
　以上のように、教科書は出版社により、それぞれ記述さ
れている内容に異なる部分がみられた。そこで、教科書を
中心に、児童の興味・関心や実態に合わせ、教員の創意工
夫により適切な配慮を行いながら学習指導を進める必要が
あると考えられる。

３．小学校家庭科における「食物アレルギー」の学習内容
の検討
（１）小学校家庭科での学習指導案の作成
　小学校家庭科学習指導案作成にあたっては以下の４点を
中心に留意した。
（1）大学生対象のアンケート調査の結果をふまえ、児童
の有病率が高いと考えられる食材を用いた小学校家庭科で
の授業を行うこと。アンケートの結果より、多くの学生が
小学校の発達段階で食物アレルギーについての授業を行う
べきだと考えていること、中でも家庭科の授業内で行うべ
きだと考えていることが明らかとなった。７）また、小学
校家庭科の授業内で食物を扱う調理実習の場面では食物ア
レルギー有病者の数が多い卵を多く使う内容が多い。そこ
で卵の食物アレルギーを持つ児童は食物アレルギーの原因
物質を使う調理実習で食べることができないということ
や、調理に参加できないということが起こらないように卵
を使わない調理実習の学習内容を検討する。
（2）簡単な調理作業で、短時間でできるおやつであること。
　調理実習の時間は時間が限られているため、できるだけ
手間がかからないおやつを考案したい。また小学校5年生
の児童では調理の経験に差があることが考えられるため、
どの児童も簡単に作ることができるおやつを提案する。

表１・表２　備考
※青菜をゆでる料理には、場合によっては小麦・大豆の
他にごまを含むことがあるため、「△」表示してある。
※ウインナーを使用する料理は、場合によっては豚肉の
他に大豆・鶏肉・ゼラチンを含むことがあるため、「△」
表示してある。
※はんぺんを使用する料理には、場合によっては卵・や
まいもの他にエビ・カニを含むことがあるため、「△」
表示してある。
※さつまあげを使用する料理には、場合によっては乳・
小麦・大豆の他にエビ・カニを含むことがあるため、「△」
表示してある。
※かまぼこを使用する料理には、場合によっては小麦・
カニ・大豆の他にエビを含むことがあるため、「△」表
示してある。
※食用油については特に記載がない場合は、アレルゲン
27 品目以外を原料に作った油とする。
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（3）家族と共に調理できるものにすること。
　家族との団らんをテーマとしているため、児童一人で調
理できるものだけではなく家族と調理しても楽しいおやつ
を提案する。
（4）色彩りがよく、児童の嗜好にあった献立であること。
　外観や色彩にも配慮し、児童の食欲を高め、視覚でも楽
しめるような組み合わせとする。また、用いる食材や味付
けについても児童の嗜好を考慮する。

（２）学習指導案の提案
　本論では、家族とのふれあいの中でおやつづくりを通し
て食物アレルギーについて学習することを構想した。
①　題材名　家族とほっとタイム

②　題材について
　本題材は小学校学習指導要領の第２章各教科「第８節家
庭科」の内容「A家庭生活と家族」の「（2）家庭生活と仕
事のイ生活時間の有効な使い方を工夫し、家族に協力する
こと」と「（3）家族や近隣の人々とのかかわり」の「ア家
族との触れ合いや団らんを楽しく工夫をすること」との関
連を図っている。またそれだけではなく、学習内容に家族
との団らんを行うためにおやつを作るという工夫を含むこ
とによって「B日常の食事と調理の基礎」の「（1）食事の
役割」についてのイ「楽しく食事をするための工夫をする
こと」との関連を図ることも可能である。
　現在の家族形態は様々なものになっている。そのため、
家族全員で食事をとる習慣も希薄化してしまっている。し
かし、家族で食事をとることはコミュニケーションの場に
なること、正しい食習慣の形成のためにも、食育の観点か
ら見ても大切なことである。そのため、本題材では家族
との団らんを、友達との人間関係と結びつけて考えさせる
だけではなく、食の安全に気をつけて食物アレルギーの原
因物質を含まないおやつを調理する学習を行う。このこと
により、児童に人との繋がりの大切さと食物アレルギーを
持っている人も食物アレルギーを持っていない人と同じよ
うなものを食べることができる良さを実感させ、自らの食
生活に取り入れようとする意欲と実践欲を育むことをねら
いとしている。

③　題材の目標
　家族との触れ合いや団らんに関心を持ち、食の安全に気
を付けて調理を行い、家族との団らんの場を楽しくするよ
うに工夫することができるようにする。

④　本題材の指導計画（全６時間）
家族とどんな風に団らんをしているのだろう　（1時間）
・家族との過ごし方について考える。
・「団らん」の意味や大切さについて話し合う。
ふれあいタイムの計画をしよう 　（2時間）

・自分の生活時間と家族の生活時間を比べ、家族との団ら
んの時間を生み出す方法を考える。
・ グループやクラスで意見交換しながら「ふれあいタイ
ム」の計画を行う。
・食物アレルギーを持っている児童への理解を深める。
・グループごとに実習での役割を決め、調理計画を立てる。
ふれあいタイムで食べるおやつを作ろう 　（2時間）
・調理計画を基にふれあいタイムで食べるおやつを作る。
本時
・作ったおやつを食べながらふれあいタイムを行う。
ふれあいタイムの報告会をしよう 　（1時間）
・行った「ふれあいタイム」の報告会を行う。

⑤　題材の評価基準
家庭生活への
関心・意欲・態度

生活を創意工夫す
る能力

生活の技能 家庭生活について
の知識・理解

○家族や友人との
関わりに関心をも
ち、家族との触れ
合 い や 団 ら ん を
もったり、自分の
家庭生活をより良
くしようとしてい
る。

○家族や友人との
関わりについて課
題を見つけ、その
解決を目指して考
えたり、自分なり
に工夫したりして
いる。

○家族との触れ合
いや団らん、友人
との関わりの大切
さについて理解し
ている。

○食物アレルギー
について興味を持
ち、調理計画を立
て よ う と し て い
る。

○食物アレルギー
の原因物質の代わ
りの食材や調理の
手順を考え、調理
計画を自分なりに
工夫している。

○調理器具を
使い、必要な
材料を計算す
ることができ
る。

○調理に必要な材
料の分量や手順、
調理計画な立て方
について理解して
いる。

⑥　本時の目標
・調理計画を基に、食物アレルギーを持っている児童も食
べられるおやつを作る。
・食物アレルギーの児童が食べられないものの代わりの食
材を使うことによって、同じようなものを食べることがで
きることを理解する。

⑦　本時の展開例
○学習活動・児童の反応 □指導上の留意点 準備・資料

○本時で行う調理実習の内
容を思い出す。

・今日はミルクレープを作
る。

〇調理計画を基に、調理実
習を行う。
・生地を焼く係だよ。
・フルーツを切る係だよ。
・クリームを作る係だよ。

□自分の書いた調理実習計
画書を見るように告げ
る。

□困っている児童や、うま
くできていない児童への
手助けを行う。

・調理実習計画書

・材料
・調理器具

―米粉のミルクレープの作り方―（ケーキ 1 台分　約 8 人分）
【生地】米粉 100g ／片栗粉 40g ／豆乳 240g ／植物油 10ml ／
　　　　メイプルシロップ 10ml ／ 塩　0.6g ／砂糖 12g ／

【フルーツ】オレンジ 1 個／
【豆腐クリーム】絹ごし豆腐 300g ／
　　　　　　　　シロップ 30ml（砂糖 40g・水 20ml）
①　生地の材料をよく混ぜ合わせる。
②　フライパンに薄く油をひき（分量外）、①を薄く焼き（8 ～ 10 枚）

冷ましておく。

ふれあいタイムで食べるおやつを作ろう。
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〇次時の予告をする。
・できたミルクレープを人

数分に切ったらふれあい
タイムを始められるね。

□次の時間でふれあいタイ
ムを行うことを告げる。

４．学習教材・教具の工夫
　学習は、本来、子どもたちの問題解決的な活動を通して
行われるものである。児童が主体的に、考え、判断したり
表現したりする学習活動を基軸として展開される授業は、
子ども達に楽しさや達成感を味わわせ、学習意欲を高める
ことができると考えられる。このような学習活動を保障
するため、授業内容を考えるとともに、どのような教材・
教具を活用すればよいかが重要な課題となっている。そこ
で、検討した内容を以下の5つの項目に基づいて、資料を
作成した。
　まず、ほとんど食物アレルギーの知識がない児童用に、
食物アレルギーについて理解してもらうために食物アレル
ギーの症状や原因物質などを紹介し、ついで主な食物アレ
ルギーの原因物質の代替法を文章だけではなく絵と共に紹
介し、学習資料を作成した。
（1）食物アレルギーの種類
　食物アレルギーはどのようなことをいうのか、なぜ食物
アレルギーが起こるのかということを示す。またその上で
実際に食物アレルギーが起こったらどのような症状が発症
するのかということを紹介する。
（2）食物アレルギーの原因物質
　食物アレルギーはどのような食物を摂取したら起こるの
かということを示す。例示する原因物質の例としては原材
料表示に表示義務のある卵、乳、小麦、エビ、カニ、そば、
落花生の7品目と、近年食物アレルギーの原因物質として
割合が多くなっている果物を紹介する。
（3）食物アレルギー有病者の食生活のポイント
　食物アレルギー有病者やその周りの人がどのような事に
気をつけて食生活を送ればよいのかを紹介する。いかにそ
の内容を示す。
①食品を除去する際に気をつけること
②食品を間違って摂取しないように気をつけるために気を
つけること
③原因物質を使わない食品があること
④調理を行う際に気をつけること
（4）食物アレルギーの原因物質の代替法
　食物アレルギーの原因物質の代わりにどのような食品を
使えば食物アレルギーを持っていない人と同じような料理
を食べることができるのかを示した。例示した原因物質は
調理の際の使用頻度が高いことが考えられる卵、乳、小麦、
大豆の4品目についてである。

（5）ワークシート
　題材「家族とほっとタイム」で使うワークシートを示し
てある。材料は教師側が提示し、分量や手順は調理実習の
グループごとに応用を利かせることができるよう

５．まとめ
　本稿では、大学生を対象にした「食物アレルギーのアン
ケート」結果を参考にしながら、小学校家庭科における食
物アレルギーの授業について提案を行ったものである。小
学校において「食物アレルギー」について指導を行うのに
適切な場面は「家庭科」「給食指導」「生活科」であると大
学生はとらえていた。また、小学校学習指導要領家庭では
「調理の基礎」の内容が含まれ、文部科学省検定済み教科
書でも、「卵」が扱われるものの、アレルギー対応として
代替食品として「じゃがいも」が取り上げられるなど、家
庭科では自ら調理する心から「食物アレルギー」の指導を
行うということが特徴としてあげられる。
　そこで、学習指導案および指導資料を作成して、内容の
検討を行った。本題材の指導計画は全6時間で構成し、題
材の目標は「家族との触れ合いや団らんに関心を持ち、食
の安全に気を付けて調理を行い、家族との団らんの場を楽
しくするように工夫することができるようにする。」とし
た。本時を4時間目に設定し、目標は「調理計画を基に、
食物アレルギーを持っている児童も食べられるおやつを作
る。」、「食物アレルギーの児童が食べられないものの代わ
りの食材を使うことによって、同じようなものを食べるこ
とができることを理解する。」とした。本時は卵アレルギー
の児童がいる設定で行っているため、本時の展開には卵の
かわりに米粉を使うことでミルクレープの生地を作るよう
にした。さらに、子どもたちの学習意欲を高めるため、食
物アレルギーの授業を行う際に使用するための学習補助資
料を作成した。 資料の内容は「食品を除去する際に気を
つけること」、「食品を間違って摂取しないように気をつけ
るために気をつけること」、「原因物質を使わない食品があ
ること」、「調理を行う際に気をつけること」、「ワークシー
ト」で学習補助資料を作成した。
　現在、授業案と学習補助教材の検討は実際に授業を行っ
ていないため、所要時間や児童の趣向・興味・関心に対す
る検討が不十分ではあるが、今後は客観的かつ正確な授業
案と学習補助教材の改良に努め、児童の食物アレルギーに
ついての理解や食生活への意識向上に役立てたい。
　また、授業案と学習補助教材の検討は実際に授業を行っ
ていないため、所要時間や児童の趣向・興味・関心に対す
る検討が不十分となった。今回の反省を踏まえて、今後は
客観的かつ正確な授業案と学習補助教材の改良に努め、児
童の食物アレルギーについての理解や食生活への意識向上
に役立てたい。

③　オレンジを薄く切り、水気をとる。
④　豆腐クリームを作る。豆腐はしっかりと水切りして、冷ましたシ

ロップと一緒にミキサーにかけて、冷蔵庫で休ませる。
⑤　②の生地に④のクリームと③のオレンジをのせて、さらに生地を

のせる作業を繰り返す。
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